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平成２５年度第８回清須市農業委員会議事録 

 

召集年月日 平成２５年１１月２０日（水） 午後２時 

召 集 場 所 清須市役所本庁舎３階 大会議室 

開 会 平成２５年１１月２０日（水） 午後２時 

出 席 委 員 １９名 

１．渡辺秋郷    ２．大橋 浩   ３．石田紀與    ４．早川勝義 

５．浅井尊弘   ６．安田武雄   ７．瀬尾久善    ８．浅野佳伸   

９．成瀬恒雄  １０. 三宅正恭   １１．日下部錠一  １２．石黒鈜俊   

    １３．川崎良一  １４. 小﨑 進    １５．小崎崇德   １６．星野國雄 

    １７．加藤頌茲   １８．星野 満   １９．櫻井紀彦 

 

欠 席 委 員 なし 

 

本会議に職務のために出席した者の氏名 

事務局長    寺井秀樹 

主  事    島津行康・安藤敏秀・澤田政輝 

 

議 事 日 程 １．開会のことば 

      ２．農地転用等について 

      ３．その他 

 

事 務 局  只今より平成２５年度第８回清須市農業委員会を開催させていただきま

す。最初に会長より開会のことばをお願いします。 

 

会 長  こんにちは。 

立冬を過ぎ暑かった秋から一気に冬へと季節が変わりました。日中の気温

も低くなり、インフルエンザなど季節性の病気がはやり始めております。委

員の皆さんは体調管理に、十分注意していただきたいとおもいます。また、

１１月９日と１０日の農産物品評会及び食育まつり、ならびに１１月１４

日・本日午前中の農地パトロールの際には、お忙しい中ご協力いただき改め

てお礼申し上げます。 

では、改めまして只今から、平成２５年度第８回清須市農業委員会を開催

いたします。 

本日の出席議員は１９名で、定足数に達していることをご報告いたします。 

次に、本日の議事録署名者を指名させていただきます。本日は１０番 三

宅正恭 委員と１９番 櫻井紀彦 委員にお願いしたいと思います。ご異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会 長  ありがとうございます。それでは、本日の議事日程（２）農地転用等につ

いて進みます。 

 

会   長  【議案第１９号】 

・農地法第３条による許可申請について・・・・・・２件 



 2

【議案第２０号】 

・農地法第５条による許可申請について・・・・・・１件 

以上、２議案について審議したいと思います。 

 

まず、【議案第１９号】農地法第３条による許可申請についてに入ります。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局  はい、会長。 

【議案第１９号】農地法第３条による許可申請について説明させていただ

きます。 

まず、番号９番をご覧ください。場所は、●●●●●●●番、面積●●●

㎡、登記現況とも畑です。賃貸人は●●●●様、賃借人は●●●●●●●● 

●●●●●●●●様とした１年間の賃貸借権の設定です。権利設定は「５年

以内の解除条件付貸借」によるものです。 

●●様は●●●●●●番地にお住まいですが、会社勤めが忙しく、耕作の

継続ができないという事、一方、●●●●●●●●様は都市近郊型農園とし

て鮮度上有利性があると考えられる「ほうれんそう」の栽培・販売を行うと

いう事で合意され、賃貸借権の設定により農地を借り受けるものです。 

続いて、番号１０番をご覧ください。場所は、●●●●●●●番、面積●

●●㎡、登記現況とも畑です。賃貸人は●●●●様、賃借人は●●●●●●

●●●●●●●●●●様とした１年間の賃貸借権の設定です。権利設定は

「５年以内の解除条件付貸借」によるものです。 

●●様は●●●●●●番地にお住まいですが、高齢となり、耕作の継続が

できないという事により、●●●●●●●●様と合意され、賃貸借権の設定

により農地を借り受けるものです。 

以上、説明を終わります。 

 

会   長   事務局の説明が終わりました。 

この案件について、ご質問、ご意見等があればお伺いいたします。この案

件の地元は、星野委員ですが・・・  

 

星野(國)委員  別段問題はないと思います。 

 

会   長  はい、わかりました。 

       他に何かご意見等ありませんか。 

  

なければ、この案件について、当農業委員会として異論なしとしてよろし

いでしょうか。 

 

       （「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。では、この案件について原案のとおり当農業委員

会として承認することといたします。 

 

続きまして【議案第２０号】農地法第５条による許可申請についてを議題

といたします。事務局に説明をお願いします。 
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事 務 局    はい、会長。 

【議案第２０号】農地法第５条による許可申請について説明します。 

それでは、番号１０４番をお願いします。 

申請地は、清須市●●●●●●●番、面積４７８㎡、●●●●●●●番、

面積２２３㎡、●●●●●●●番、面積９８４㎡、３筆とも登記、現況は田

です。総面積は計１，６８５㎡の市街化調整区域です。 

譲渡人はそれぞれ●●●●様・●●●●様・●●●●様、譲受人は●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●様としました、所有権移転に伴う駐車場

にするための農地転用です。 

譲受人は、本年２月に本社を●●●●●●●番地に移転をしましたが、約

９ヶ月間、物流部門の車輌駐車スペースで苦慮しており、作業効率が非常に

悪く、出荷・入荷での早出便・最終便の配置改善が必要となり駐車場の転用

を申請しました。転用場所は本社の道を挟んだ南側という好条件の場所です。 

申請のあった土地は、名古屋高速道路１６号一宮線春日入口・出口から半

径３００ｍ以内の場所にあり、当該農地の区分は第３種農地と判断でき、運

用通知のエ－（ア）－a－ｂに該当します。 

また、一般基準についても他法令の許可見込みがある等、特段問題がある

とは考えられませんのでよろしくお願いします。 

以上、説明を終わります。 

 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

この案件について、ご意見等があればお伺いいたします。 

この案件の地元は、星野満委員ですが・・・ 

 

星野(満)委員  別段問題ないと思います。 

 

会   長  はい、わかりました。 

       他に何かご意見等ありませんか。 

  

なければ、この案件について、当農業委員会として異論なしとしてよろし

いでしょうか。 

 

       （「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。では、この案件について原案のとおり当農業委員

会として承認することといたします。 

 

  続いて、【報告第２３号】農地法第４条第１項第７号の規定による届出に入

ります。地区の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

番号２０番、●●●●●●● 登記現況とも畑、合計面積２２３㎡、転用

目的は共同住宅です。 

 

星野(國)委員  問題ありません。 

 

会   長  番号２１番、●●●●●●●●●● 登記現況とも畑、面積１７４㎡ 転
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用目的は共同住宅です。 

 

石 黒 委 員  問題ありません。 

 

会   長  ありがとうございます。 

続いて、【報告第２４号】農地法第５条第１項第６号の規定による届出に入

ります。地区の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

番号８６番 ●●●●●●●●●、登記現況とも田、面積１．４１㎡、所

有権移転による分譲住宅への転用です。 

 

三 宅 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号８７番 ●●●●●●●●●、登記現況とも田、面積４００㎡、所有

権移転による分譲住宅の転用です。 

 

三 宅 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号８８番 ●●●●●●●●●、登記現況とも田、面積２０㎡、所有権

移転による分譲住宅への転用です。 

 

三 宅 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号８９番 ●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積１８３㎡、所有権

移転による一般個人住宅への転用です。 

 

石 黒 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号９０番 ●●●●●●●●、登記現況とも田、面積３１㎡、所有権移

転による宅地拡張への転用です。 

 

三 宅 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号９１番 ●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積１８８㎡、所有権

移転による一般個人住宅への転用です。 

 

川 崎 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号９２番 ●●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積１４６㎡、所有

権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

石 黒 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号９３番 ●●●●●●●●●、登記現況とも田、合計面積３５２㎡、

使用貸借権設定による一般個人住宅への転用です。 

 

三 宅 委 員  問題ありません。 
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会   長  番号９４番 ●●●●●●●●●●●●、登記畑 現況雑種地、面積２１

５㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

瀬 尾 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号９５番 ●●●●●●●●及び●●●、登記現況とも畑、合計面積２

７８㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

安 田 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号９６番 ●●●●●●●●●、登記田 現況畑、面積２２４㎡、使用

貸借権設定による共同住宅への転用です。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号９７番 ●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積１５６㎡、所有権

移転による露天駐車場への転用です。 

 

石 黒 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号９８番 ●●●●●●●●●及び●●●●、登記現況とも畑、合計面

積２０９㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

石 黒 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号９９番 ●●●●●●●●●●●●、登記現況とも田、面積３８０㎡、

所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１００番 ●●●●●●●●●●●●、登記現況とも田、面積３８０

㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１０１番 ●●●●●●●、登記田 現況畑、面積１５４㎡、所有権

移転による一般個人住宅への転用です。 

 

加 藤 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１０２番 ●●●●●●●●、登記現況とも畑、合計面積３９０㎡、

所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

石 黒 委 員  問題ありません。 
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会   長  番号１０３番 ●●●●●●●、登記現況とも畑、面積９０９㎡、所有権

移転による共同住宅への転用ですが、問題ありません。 

  

届出の報告は以上です。 

これで本日予定されておりました議案は終了いたしました。この際何か質

問等ありませんか。 

 

ないようですので、（３）その他について移ります。事務局より何かあり

ますか。 

 

事 務 局  今回はございません。 

        

会 長  他に、何かご意見等はありますか。 

 

なければ、次回の開催について確認します。 

平成２５年１２月２０日、金曜日、午後２時から、場所は清須市役所本庁

舎 ３階大会議室にて開催予定ですのでよろしくお願いします。 

以上で、平成２５年度第８回農業委員会を閉会します。本日はご苦労様で

した。 

 

 

 

 

 

―終了時刻午後２時１５分― 

 

 

         会   長                 

 

 

         １０番委員                 

 

 

         １９番委員                 

 


